
審決

無効２０１０－８００１１４

和歌山県有田市野３９３－２
請求人 株式会社 ユニワールド

東京都豊島区高田３－１１－１２ ＫＴビル３階 ＢＳ国際特許事務所
代理人弁理士 阿部 伸一

東京都豊島区高田３－１１－１２ ＫＴビル３階 ＢＳ国際特許事務所
代理人弁理士 藤江 和典

東京都豊島区高田３－１１－１２ ＫＴビル３階 ＢＳ国際特許事務所
代理人弁理士 金子 一郎

千葉県千葉市美浜区中瀬２－６ ＷＢＧマリブイースト１５Ｆ
請求人 株式会社 ウィード

東京都豊島区高田３－１１－１２ ＫＴビル３階 ＢＳ国際特許事務所
代理人弁理士 阿部 伸一

東京都豊島区高田３－１１－１２ ＫＴビル３階 ＢＳ国際特許事務所
代理人弁理士 藤江 和典

東京都豊島区高田３－１１－１２ ＫＴビル３階 ＢＳ国際特許事務所
代理人弁理士 金子 一郎

新潟県三条市旭町１丁目１２番１１号
請求人 株式会社 布施商店

東京都豊島区高田３－１１－１２ ＫＴビル３階 ＢＳ国際特許事務所
代理人弁理士 阿部 伸一

東京都豊島区高田３－１１－１２ ＫＴビル３階 ＢＳ国際特許事務所
代理人弁理士 藤江 和典

東京都豊島区高田３－１１－１２ ＫＴビル３階 ＢＳ国際特許事務所
代理人弁理士 金子 一郎

福岡県久留米市津福本町２２７番地
被請求人 株式会社 東和コーポレーション

福岡県福岡市中央区赤坂１丁目１０番１７号 しんくみ赤坂ビル７階 松尾特許
事務所
代理人弁理士 松尾 憲一郎

福岡県福岡市中央区赤坂１丁目１０番１７号 しんくみ赤坂ビル７階 松尾特許
事務所
代理人弁理士 市川 泰央

福岡市博多区博多駅前２丁目１番１号 福岡朝日ビル７階



代理人弁護士 山上 祥吾

上記当事者間の特許第４３３１７８２号発明「樹脂表面の形成方法、表面
に異なる大きさの凹状部が混在する物品の製造方法及びその物品、手袋の製
造方法及び手袋」の特許無効審判事件について、次のとおり審決する。

結 論
特許第４３３１７８２号の請求項１乃至７に係る発明についての特許を無

効とする。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理 由
第１ 手続の経緯
１．本件特許第４３３１７８２号に係る特許出願（特願２００８－７８９３
７）は、平成２０年３月２５日（特許法第４１条第１項の規定による優先権
主張：平成１９年３月３０日）を出願日とするものであって、平成２１年６
月２６日にその特許権の設定の登録（請求項の数７）がされたものである。

２．本件無効事件における手続の経緯は次のとおりである。
（１）本件特許について、本件請求人は平成２２年７月７日に本件特許無効
審判を請求した。
（２）被請求人は同年９月２８日に答弁書を提出した。（なお、明細書、特
許請求の範囲又は図面の訂正は請求されていない。）
（３）平成２３年２月２４日に特許庁第１審判廷において請求人及び請求人
代理人並びに被請求人及び被請求人代理人の出頭のもと第１回口頭審理が開
催された。この口頭審理のために、請求人は同年２月１０日付け口頭審理陳
述要領書を、また、被請求人は同年２月１０日付け口頭審理陳述要領書を、
それぞれ提出し、これらの書面は、口頭審理において陳述された。
また、第１回口頭審理をもって審理の終結を両当事者に通知した。

第２ 本件特許発明
本件特許第４３３１７８２号の請求項１乃至７に係る発明（以下、それぞ

れ「本件特許発明１」乃至「本件特許発明７」という。）は、本件特許明細
書、特許請求の範囲及び図面の記載からみて、その特許請求の範囲の請求項
１乃至７に記載された事項により特定される次のとおりのものである。

【請求項１】
異なる大きさの凹状部が混在することにより滑り止め効果と柔軟性を発揮

し、しかも実用上十分な耐摩耗性を有する樹脂皮膜表面の形成方法であっ
て、
気泡を含んだ未固化状態の樹脂組成物の表面に粒状または／及び粉末状の

付着体をその一部又は全部が表面に食い込んだ状態で付着させ、樹脂組成物
の固化後に前記付着体を除去することにより第１の凹状部を形成し、
第１の凹状部よりも小さい第２の凹状部は、未固化状態または固化状態の

樹脂組成物に含まれている気泡が表面側で開口することによって形成される
ことを含み、
上記第１の凹状部は、内径が１００μｍ～５００μｍであり、
上記第２の凹状部は、樹脂皮膜(3)表面から窪んでいる第１の凹状部(31)

の表面を含む樹脂皮膜(3)表面全体に多数形成されており、



上記樹脂組成物は、天然ゴム、アクリロニトリル－ブタジエンゴム、クロ
ロプレンゴムを単独でまたは組み合わせて使用され、
形成された樹脂皮膜に含まれる気泡の量は５～30vol%、気泡の長さ平均径

は５０μｍ以下である、
樹脂皮膜表面の形成方法。

【請求項２】
異なる大きさの凹状部が混在することにより滑り止め効果と柔軟性を発揮

し、しかも実用上十分な耐摩耗性を有する樹脂皮膜表面を有する物品の製造
方法であって、
気泡を含んだ未固化状態の樹脂組成物の表面に粒状または／及び粉末状の

付着体をその一部又は全部が表面に食い込んだ状態で付着させ、樹脂組成物
の固化後に前記付着体を除去することにより第１の凹状部を形成し、
未固化状態または固化状態の樹脂組成物に含まれている気泡が表面側で開

口することによって第１の凹状部よりも小さい第２の凹状部を形成すること
を含み、
上記第１の凹状部は、内径が１００μｍ～５００μｍであり、
上記第２の凹状部は、樹脂皮膜(3)表面から窪んでいる第１の凹状部(31)

の表面を含む樹脂皮膜(3)表面全体に多数形成されており、
上記樹脂組成物は、天然ゴム、アクリロニトリル－ブタジエンゴム、クロ

ロプレンゴムを単独でまたは組み合わせて使用され、
形成された樹脂皮膜に含まれる気泡の量は５～30vol%、気泡の長さ平均径

は５０μｍ以下である、
表面に異なる大きさの凹状部が混在する物品の製造方法。

【請求項３】
異なる大きさの凹状部が混在することにより滑り止め効果と柔軟性を発揮

し、しかも実用上十分な耐摩耗性を有する樹脂皮膜表面を有する物品であっ
て、
気泡を含んだ未固化状態の樹脂組成物の表面に粒状または／及び粉末状の

付着体をその一部又は全部が表面に食い込んだ状態で付着させ、樹脂組成物
の固化後に前記付着体を除去することにより形成された第１の凹状部と、
未固化状態または固化状態の樹脂組成物に含まれている気泡が表面側で開

口することによって形成された、第１の凹状部よりも小さい第２の凹状部
と、
を含み、
上記第１の凹状部は、内径が１００μｍ～５００μｍであり、
上記第２の凹状部は、樹脂皮膜(3)表面から窪んでいる第１の凹状部(31)

の表面を含む樹脂皮膜(3)表面全体に多数形成されており、
上記樹脂組成物は、天然ゴム、アクリロニトリル－ブタジエンゴム、クロ

ロプレンゴムを単独でまたは組み合わせて使用され、
形成された樹脂皮膜に含まれる気泡の量は５～30vol%、気泡の長さ平均径

は５０μｍ以下である、
表面に異なる大きさの凹状部が混在する物品。

【請求項４】
異なる大きさの凹状部が樹脂皮膜の表面に混在することにより滑り止め効

果と柔軟性を発揮し、しかも耐実用上十分な摩耗性を有する手袋の製造方法
であって、
気泡を含んだ樹脂組成物で未固化状態の樹脂皮膜(3)を形成し、その後粒

状または／及び粉末状の付着体をその一部又は全部が樹脂皮膜(3)の表面に
食い込んだ状態で付着させ、樹脂皮膜(3)の固化後に前記付着体を除去する
ことにより第１の凹状部(31)を形成し、
第１の凹状部(31)よりも小さい第２の凹状部(32)は、未固化状態または固

化状態の樹脂皮膜(3)に含まれている気泡(4)が表面側で開口することによっ
て形成されることを含み、
上記第１の凹状部は、内径が１００μｍ～５００μｍであり、



上記第２の凹状部は、樹脂皮膜(3)表面から窪んでいる第１の凹状部(31)
の表面を含む樹脂皮膜(3)表面全体に多数形成されており、
上記樹脂組成物は、天然ゴム、アクリロニトリル－ブタジエンゴム、クロ

ロプレンゴムを単独でまたは組み合わせて使用され、
形成された樹脂皮膜に含まれる気泡の量は５～30vol%、気泡の長さ平均径

は５０μｍ以下である、
手袋の製造方法。

【請求項５】
異なる大きさの凹状部が混在することにより滑り止め効果と柔軟性を発揮

し、しかも耐実用上十分な摩耗性を有する手袋であって、
気泡(4)を含む樹脂皮膜(3)の表面に、第１の凹状部(31)と該第１の凹状部

(31)よりも小さい第２の凹状部(32)とが混在しており、
上記第１の凹状部(31)は、樹脂皮膜(3)表面に一部又は全部が食い込むよ

うにして付着していた粒状または／及び粉末状の付着体を除いた後の痕跡に
よって形成され、
上記第２の凹状部(32)は、樹脂皮膜(3)に含まれている気泡(4)の開口によ

って形成されており、
上記第１の凹状部は、内径が１００μｍ～５００μｍであり、
上記第２の凹状部は、樹脂皮膜(3)表面から窪んでいる第１の凹状部(31)

の表面を含む樹脂皮膜(3)表面全体に多数形成されており、
上記樹脂皮膜(3)は、天然ゴム、アクリロニトリル－ブタジエンゴム、ク

ロロプレンゴムを単独でまたは組み合わせて使用され、
形成された樹脂皮膜に含まれる気泡の量は５～30vol%、気泡の長さ平均径

は５０μｍ以下である、
手袋。

【請求項６】
気泡(4)を含む樹脂皮膜(3)の下側に、気泡(4)を含まない樹脂皮膜(2)を少

なくとも有している、
請求項５記載の手袋。

【請求項７】
樹脂皮膜(3)に含まれる気泡の量が５～10vol%である、請求項５または６

記載の手袋。

第３ 請求人の主張
請求人は、「特許第４３３１７８２号発明の特許請求の範囲１～７に記載

された発明についての特許を無効とする。審判費用は被請求人の負担とす
る」との審決を求めるところ、請求人の主張する特許を無効とする理由は、
審判請求書の記載及び第１回口頭審理における請求人の陳述のとおり、次の
点にある。

○無効理由１

本件特許発明１乃至７は、甲第１号証及び甲第３号証乃至甲第５号証に記
載された発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものである
から、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないもの
について、特許されたものである。（特許法第１２３条第１項第２号に該
当）

○無効理由２

本件特許発明５及び６は、甲第６号証に記載された日本国内において公然
実施をされた発明及び甲第３号証乃至甲第５号証に記載された発明に基い
て、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９



条第２項の規定により特許を受けることができないものについて、特許され
たものである。（特許法第１２３条第１項第２号に該当）

＜証拠方法＞

○審判請求書に添付

甲第１号証：国際公開第２００５／００２３７５号

甲第２号証：特表２００７－５２４７７１号公報

甲第３号証：特開昭５９－９５１３５号公報

甲第４号証：特開２００６－１６９６７６号公報

甲第５号証：実願平３－３５９０号（実開平４－１００２１３号）の願書に
添付した明細書及び図面の内容を撮影したマイクロフィルム（平成４年８月
３１日特許庁発行）

甲第６号証：2010年6月1日付け試験分析等成績書（株式会社ユニワールド
本社 宛、試料名等 アクティブグリップNo.581RIT06G 和歌山県工業技術
センター作成）

甲第７号証：特許第２６３９４１５号公報

甲第８号証：特許第２６３９４１５号の閉鎖特許原簿の記録事項を記載した
書面

○平成２３年２月１０日付け口頭審理陳述要領書に添付

甲第９号証：本件出願の優先基礎出願（特願２００７－９４１２３号）の願
書並びに願書に添付された明細書、特許請求の範囲及び図面

甲第１０号証：平成２１年８月３日付け領収書（（株）ユニワールド川嶋宛
タイアン発行）

被請求人は第１回口頭審理において、全甲号証の成立を認めている。

第４ 被請求人の主張

被請求人は、「本件審判請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担と
する」との審決を求めるとともに、乙第１及び２号証を提出して、請求人が
主張する、特許を無効とする理由に対して反論している。

＜証拠方法＞

○答弁書に添付

乙第１号証：上海の警察署における窃盗事件取り調べの調書の概要書面及び
日本語訳（ただし、作成日及び作成者不明）

○平成２３年２月１０日付け口頭審理陳述要領書に添付



乙第２号証：本件出願の審査過程で平成２０年８月２１日に提出された意見
書

請求人は第１回口頭審理において、上記乙第２号証の成立を認め、乙第１
号証の成立については不知とした。

第５ 甲第１号証及び甲第３号証乃至甲第５号証の記載事項

（１）甲第１号証
請求人は、甲第１号証の翻訳文として甲第２号証を提出しており、以下の

記載事項はほぼ甲第２号証の対応する箇所の記載に基づいているが、下線を
付与している部分については当審において翻訳した。

１ａ．「１．テクスチャード加工表面被覆手袋を製造する方法であって、ス
テップ：
（ｉ）型を凝固剤で処理する；
（ｉｉ）型を浸漬被覆することによりラテックスの第一層を形成する；
（ｉｉｉ）ラテックスの第一層をゲル化する；
（ｉｖ）型を浸漬被覆することによりラテックスの第一層の上にラテックス
の第二層を形成する；
（ｖ）ラテックスの第二層に離散粒子を塗布する；
（ｖｉ）ラテックスの第二層をゲル化する；
（ｖｉｉ）離散粒子を溶解する；
（ｖｉｉｉ）形成した層を熱硬化する；および
（ｉｘ）型から硬化したテクスチャード加工手袋を外す
を含む、方法。
２．第二ラテックス層が発泡体である、請求項１記載の方法。
・・・
１３．テクスチャー加工表面手袋であって：
第一ラテックス層、および
第一ラテックス層に接着した第二ラテックス層を有し、
該第二ラテックス層は離散粒子の除去の後平均粒子サイズを有する離散粒子
の形の複数の痕を含み、該痕は実質的に第二ラテックス層の表面を覆う緻密
および一様な分布を有し、
そこで該痕の分布は平均粒子サイズに依存する、
テクスチャー加工表面手袋。
１４．平均粒子サイズが約５０ミクロンから約２０００ミクロンである、請
求項１３記載の手袋。
１５．平均粒子サイズが約４００ミクロンである、請求項１４記載の手袋。
１６．第二ラテックス層がニトリルである、請求項１３記載の手袋。
１７．第二ラテックス層が発泡体である、請求項１３記載の手袋。」（特許
請求の範囲請求項１～２及び１３～１７）

１ｂ．「それゆえ、通常の手袋製造において簡単に製造されるテクスチャー
ド加工表面被覆を伴う手袋を得ることが望まれている。手袋の外側に取り入
れられた場合、このタイプの手袋は、湿潤／油グリップのようなグリップを
改良するであろう。手袋の内側に含まれた場合、テクスチャード加工表面は
吸汗性を向上し、直接皮膚接触の程度を減少し、ゆえに皮膚に対するべとべ
とした感触を減少するであろう。それゆえテクスチャード加工表面の開細胞
型の構造の発泡体状材料層を得ることが望まれている。」（段落[0007]）



１ｃ．「（発明の概要）
本発明の原理に基づいて、一般的な塩のような離散粒子の層を被覆したラ

テックスフィルムの液体表面に包埋し、浸漬したラテックス層をゲル化また
は乾燥し、テクスチャード加工表面を残すように離散粒子を溶解し、それか
ら浸出、乾燥および硬化しそして最後に型から手袋を取り除くことにより製
造したテクスチャード加工表面被覆を有する手袋が提供される。一実施態様
において、本発明は、湿潤グリップを改良するために手袋外側の、快適性を
改良するために手袋内側の、または両方のテクスチャード加工表面被覆を提
供し得る。他の実施態様において、本発明はまた、発泡材料を織布、メリヤ
ス生地または他の下地層に塗布し、液体発泡材料層の中に離散粒子の層を包
埋し、発泡層を加工しそして包埋した離散粒子を溶解することにより製造さ
れたテクスチャード加工表面を提供し得る。別の実施態様において、本発明
はさらにそれによりテクスチャード加工表面被覆または開細胞型発泡表面被
覆を伴う手袋を製造することができる方法を提供する。」（段落[0008]）

１ｄ．「（発明の詳細な説明）
本発明は、非ゲル化ラテックスの層に離散粒子を包埋することにより製造

した無発泡ラテックスまたは発泡ラテックスのいずれかにより製造されたテ
クスチャード加工表面被覆を伴う手袋に関する。ラテックス層は、理想的に
は離散粒子に接触することでゲル化している。プロセスは手袋を乾燥および
硬化することにより完了する。離散粒子は、粒子を適当な溶媒中に溶解させ
ることにより、ゲル化または硬化後のいずれかに層から除去され得る。この
プロセスは、離散粒子が包埋していた箇所に痕を残し、グリップ、より少な
い直の皮膚の接触を伴う手袋内の空気循環および吸汗性の程度を改良し得る
テクスチャード加工表面被覆となる。例えば、湿潤／油グリップは、本発明
のテクスチャード加工手袋において改良される。発泡材料は、テクスチャー
ド加工表面層を製造するために無発泡ラテックスの代わりに使用されてもよ
く、優れたグリップ、より高い吸汗性および絶縁体の柔軟な層を提供す
る。」（段落[0013]）

１ｅ．「剥離剤／凝固剤浸漬がなされた後、型は好ましくは、ラミネート層
が型に塗布される製造ラインにおける次の場所に運搬される。ラミネート層
は、天然またはポリウレタン、ニトリルまたはポリクロロプレンのような合
成ゴムラテックスのようなラテックスエラストマー浸漬から成ってもよい。
例えば、ラテックスの様々な組合せおよび調合が用いられ得る。本発明のラ
テックスは、任意で発泡させてもよい。有用なニトリルラテックスの一つ
は、REVENEX 99G43 (Synthomer Ltd., United Kingdom)である。ラテックス
材料の選択および組成を変化させることにより、ラミネート層は異なる程度
の強度、快適性、柔軟性および化学薬品耐性を提供するように変化し得る。
いずれにしても、型に塗布されるラテックスの内容は、好ましくは切断およ
び磨耗からの保護、液体撥水性および化学薬品耐性を提供するように調節さ
れるであろう。」（段落[0019]）

１ｆ．「本発明の一実施態様において、ラテックスの第一層を形成するため
に型を浸漬する。このラテックスの第一層はその後ゲル化し、非ゲル化ラテ
ックスの第二層を形成するために型を再び浸漬する。第二層の発泡または無
発泡ラテックスの粘度は、約１００ｃｐｓから約２０００ｃｐｓの範囲に及
び得る（ブルックフィールド）。型を離散粒子の流動床に浸漬することによ
りまたは離散粒子を包埋する他の機械的手段、例えば、噴霧することによ
り、離散粒子をその後非ゲル化ラテックスの第二層に塗布する。流動床プロ
セスは、粒子が液体と同様の方法でふるまうように、気流中の塩粒子
（NaCl）浮遊物を活用する。離散粒子は、実質的に手袋の表面を覆うテクス
チャード加工表面被覆を残すように、離散粒子を塗布した後または手袋のゲ
ル化または硬化の後に、適切な溶媒に溶解することで除去する。例えば、塩



粒子は、水による洗浄または噴霧により、ゲル化した表面から除去され得
る。ラテックスの粘度は、所望のテクスチャード加工効果を得るために変化
させ得る１つのパラメーターである。テクスチャード加工無発泡層は、最適
な耐久性および湿潤／油グリップの組合せを提供する。」（段落[0022]）

１ｇ．「さらに本発明の別の実施態様において、ラテックスの第一層を形成
するために型を浸漬する。このラテックスの第一層はその後ゲル化し、そし
て第二層を形成するために型を発泡材料に再び浸漬する。型を離散粒子の流
動床に浸漬することによりまたは他の機械的手段、例えば、噴霧することに
より、離散粒子をその後発泡材料の非ゲル化層に塗布する。離散粒子は、テ
クスチャード加工表面被覆を残すように、手袋の加工の後に、適切な溶媒に
溶解する。このプロセスは、離散粒子が発泡体をゲル化しそしてゆえに細胞
型の構造をとらえるので、開細胞型の構造を保持するテクスチャード加工表
面発泡層被覆をもたらす。さらに離散粒子の逆像は、適切な溶媒によるそれ
らの除去を受けテクスチャード加工表面層が残るので表面層にとらえられ
る。」（段落[0024]）

１ｈ．「非保護手袋の内側の裏地として、テクスチャード加工表面を皮膚に
接して使用することにより、在来の綿くず粉末の代替物とすることができ
る。この場合、発泡ラテックスにテクスチャーを適用することにより、柔ら
かいテクスチャード加工表面が提供され得る。柔らかい感触は、無発泡ラテ
ックスのテクスチャー化により得ることができるが、無発泡ラテックスとし
て軟化低アクリロニトリル（「ＡＮ」）ポリマーが好ましい。発泡ラテック
スのテクスチャード加工表面は、皮膚に対する低い表面接触面積を提供する
のと同時に、発泡構造により吸汗性を提供する。空気循環が増し、滑らかな
ゴムのものと比べ皮膚に対するべとべとした感触が減少する。」（段落
[0027]）

（２）甲第３号証

３ａ．「１．（ａ）基材、前記基材は、不織繊維ウェブ、織成ウェブ、およ
び編成ウェブから成る群より選ばれた１員である、
（ｂ）ラミネートの１つの表面に適用されたフォーム層、および
（ｃ）前記フォーム層は約１０～６５％のの範囲内の空気含量を有する、
を特徴とする、グリース、油または水の環境におけるすべり止め表面を提供
るラミネート。
２．（ａ）前記フォーム層は、ポリウレタン、ポリ塩化ビニル、アクリロニ
トリル、天然ゴム、合成ゴムおよびそれらの混合物から成る群より選ばれた
１員である、
ことをさらに特徴とする、特許請求の範囲第１項記載のラミネート。
３．（ａ）前記フォーム層は１５～３０％の範囲内の空気含有量を有する、
ことをさらに特徴とする、特許請求の範囲第１項記載のラミネート。
・・・
５．特許請求の範囲第１項記載のラミネートから構成された作業手袋。」
（特許請求の範囲請求項1～3及び5）

３ｂ．「本発明は、すべり止めまたはスキッド抵抗性のつかみ表面を必要と
する、たとえば、摩耗性服飾品・・・の製作において有用なラミネートの製
造法、およびその方法により製造されたラミネートに関する。ラミネートは
作業環境のためのつかみ面として有用な多孔質表面を包含し、そして本発明
の方法は、包含される物品の引き続く使用に要求されるような、大小の耐摩
耗性を有するように、つかみ面をコントロールすることができるようなもの
である。・・・発泡された表面は、基材へ適用される。得られるフォームの
表面は、理解されるように、多孔質であり、そして表面上の油、水またはグ



リースを吸収する性質を有して、本発明のスキッド抵抗性表面へ増大したつ
かみ表面を提供する。」（3頁右上欄最下行～右下欄1行）

３ｃ．「本発明に従い、ラミネートの発泡部分を形成する材料は、ポリウレ
タン、ポリ塩化ビニル、アクリロニトリル、天然ゴムまたは合成ゴムである
ことができる。この材料は、機械的手段または化学的手段により発泡させる
ことができる。好ましくは、それは機械的手段により、約１０～６５％の範
囲内の空気含量に発泡される。好ましい範囲は、１５～３０％である。より
すぐれた耐摩耗性は前述の範囲内のより低い空気含量を用いて得られるが、
よりすぐれたつかみ性およびより低い耐摩耗性は前記範囲内のより高い空気
含量を用いて得られる。」（4頁左下欄15行～右下欄6行）

３ｄ．「本発明の１つの重要な面は、表面がそのつかみ機能により更新され
うるという事実である。すなわち、本発明による、多孔質つかみ面を有する
作業手袋を仮定すると、いったん手袋がある期間使用され、その結果それが
つかみ性質を失ったとき、手袋を単に絞って、手袋の孔内に蓄積された油ま
たはグリースを除去して、そのつかみ性質を更新することができる。（4頁
右下欄13～最下行）

３ｅ．「実施例１
３ｌ容の容器に３．１７ポンド（１．４４ｋｇ）のPolyco 2622、ポリ塩

化ビニルのラテックス・・・を入れた。低剪断の羽根車を用いるミキサー
で、おだやかな混合を開始した。混合の間、・・・をラテックスに加えた。

次いで、この混合物を空気と混合して、約０．８ｇ／ｃｍ３の密度にした。
ほぼ２０容量％の空気を含有する得られた組成物を、毛羽立てない編成し

た綿の布はく上へ直接６５ミル（０．１７ｃｍ）のナイフのセッティングで
ナイフコーティングした。次いで、このラミネートを３２５°Ｆ（１６
３℃）の炉内に２０分間入れて、被覆された材料を乾燥しかつ溶融した。次
いで、この材料から片を切り、縫製して１対の手袋を形成した。」（6頁左
上欄3行～右上欄15行）

（３）甲第４号証

４ａ．「【請求項１】
繊維製手袋基材上に熱可塑性樹脂からなる発泡層が熱プレスにより凹凸状

に形成された手袋。」（特許請求の範囲請求項1）

４ｂ．「しかしながら、熱可塑性樹脂に気泡を含有させると、滑り止め効果
は向上するものの、皮膜強度や耐摩耗性が低下するという問題がある。
本発明は上記問題を解決するもので、気泡を含んだ熱可塑性樹脂で被覆し

て、滑り止め効果、皮膜強度、耐摩耗性とも高い手袋を提供することを目的
とする。」（段落【0003】）

４ｃ．「気泡含有量は、コンパウンドの状態で発泡機や家庭用ミキサーで攪
拌することによって１％～３００％まで任意に調整できる。気泡含有量は比
重で測定することができ、成形後もほぼ同じ気泡含有率となる。化学発泡剤
のみを利用するよりは機械的にも発泡させる方が、気泡数が多くなり、発泡
層の表面に気泡跡の開口がより多く形成されるし、熱プレス時に気泡の潰れ
や互いの融着が起こりやすい。手袋表面に気泡跡の開口が多いと、対象物と
の間に介在する水や油を吸収排除することができ、より滑り止め効果に優れ
る。なお気泡含有量１％～３００％では、平均径１０μｍ～４００μｍの気

泡を１ｃｍ
２

あたり１０個～１３０個、内面及び表面に含んでいる。気泡径
１０μｍ未満は機械発泡では非常に作り難く、４００μｍを越えると耐磨耗



性が不十分になる。」（段落【0012】）

（４）甲第５号証

５ａ．「【請求項１】 粘弾性微多孔質膜で形成されてなる表面を有する布
帛からなることを特徴とする手袋。
・・・
【請求項４】 微多孔質膜が、最大直径３～２５０ミクロンの気孔を含有

し、厚さが０．１～４．５mm、密度が０．０１～０．６ｇ／cm3 であり、か
つ、該微多孔質膜の表層における微多孔は開孔され、その開孔された部分の
該微多孔質膜の表面に占める面積の割合が２０％以上であることを特徴とす
る請求項１記載の手袋。」（実用新案登録請求の範囲請求項1及び4）

５ｂ．「本考案における微多孔質膜は、最大直径３～２５０ミクロン、好ま
しくは２０～１００ミクロンの微細孔径からなるもので、微多孔質膜表面か
ら裏面に貫通する多数の微細な小孔を有するものであることが好ましい。」
（段落【0014】）

５ｃ．「微多孔質膜を構成する孔は、長径Ｌと短径ｌの比率が１．０～３．
８、好ましくは１．０～３．０の範囲にある円形であって、かつ該長径Ｌと
１８０ミクロン以下、好ましくは１０～１００ミクロンの範囲にある実質的
に球状孔が最適である。」（段落【0018】）

５ｄ．「微多孔質膜で形成されてなる表面を手袋の内側及び／または外側に
して接合して手袋を作る。・・・微多孔質膜面を外側にして接合した場合に
は、表面平滑な対象物との密着性が良く、滑り難い効果が得られる。」（段
落【0030】）

５ｅ．「実施例１

６０Ｄ／６０ｆのポリエステルからなる加工糸を用いて８５ｇ／ｍ
2
の織

布（平織）を作り、次に、この生機を分散染料で染色した。一方、ポリエス
テル系ポリウレタン（固形分５０％）１００重量部に起泡剤として脂肪酸塩
系活性剤１０重量部、架橋剤として水溶性エポキシ３重量部を混合し、この
混合物を発泡機で機械的に泡立てた。
このものを、上記織布の裏面に塗布し、次に１２０℃×１３分間→１５

８℃×６．２分間熱処理を行ない、発泡倍率２．９倍、塗膜厚み２．１mmの
微多孔質膜を貼着した織布を得た。このものを用い、微多孔質膜側を外側に
して図１のようなゴルフ用手袋を作った。
この手袋は、ゴルフクラブとの密着性が極めて良く、感触が良く、柔らか

く、手の感覚が直に伝わり、またムレ難く、ゴルフ用手袋に適したものであ
った。
また、洗濯を１５回繰り返したが、性能及び品位ともほとんど変らなかっ

た。
なお、微多孔質膜の微多孔質膜全面に占める開孔面積は３０％であった。

また、微多孔の最大直径は３０～８０ミクロンであり、粘着力は１．５kg／
cmであった。」（段落【0033】～【0036】）

第６ 判断

１．本件特許発明１について



（１）甲第１号証に記載された発明

甲第１号証には、「テクスチャード加工表面被覆手袋を製造する方法であ
って、ステップ：
（ｉ）型を凝固剤で処理する；
（ｉｉ）型を浸漬被覆することによりラテックスの第一層を形成する；
（ｉｉｉ）ラテックスの第一層をゲル化する；
（ｉｖ）型を浸漬被覆することによりラテックスの第一層の上にラテックス
の第二層を形成する；
（ｖ）ラテックスの第二層に離散粒子を塗布する；
（ｖｉ）ラテックスの第二層をゲル化する；
（ｖｉｉ）離散粒子を溶解する；
（ｖｉｉｉ）形成した層を熱硬化する；および
（ｉｘ）型から硬化したテクスチャード加工手袋を外す
を含む、方法。」（摘示事項１ａ）が記載されており、この第二ラテックス
層が発泡体であることも記載されている（摘示事項１ａ）。
そして、「本発明のラテックスは、任意で発泡させてもよい」（摘示事項

１ｅ）、「非ゲル化ラテックスの層に離散粒子を包埋することにより製造し
た無発泡ラテックスまたは発泡ラテックスのいずれかにより製造されたテク
スチャード加工表面被覆を伴う手袋に関」し、「発泡材料は、テクスチャー
ド加工表面層を製造するために無発泡ラテックスの代わりに使用されてもよ
く、優れたグリップ、より高い吸汗性および絶縁体の柔軟な層を提供する」
（摘示事項１ｄ）ものであり、「第二層の発泡または無発泡ラテックス」
（摘示事項１ｆ）との記載からみて、甲第１号証においては、第二ラテック
ス層として無発泡ラテックスを用いた場合と発泡ラテックスを用いた場合の
２つの場合の態様が記載されている。
さらに、摘示事項１ｃの記載から、「他の実施態様」において、「本発明

はまた、発泡材料を織布、メリヤス生地または他の下地層に塗布し、液体発
泡材料層の中に離散粒子の層を包埋し、発泡層を加工しそして包埋した離散
粒子を溶解することにより製造されたテクスチャード加工表面を提供し得
る」ものであることが明らかである。
加えて、摘示事項１ｇの記載から、「さらに本発明の別の実施態様」にお

いて、「ラテックスの第一層を形成するために型を浸漬する。このラテック
スの第一層はその後ゲル化し、そして第二層を形成するために型を発泡材料
に再び浸漬する。型を離散粒子の流動床に浸漬することによりまたは他の機
械的手段、例えば、噴霧することにより、離散粒子をその後発泡材料の非ゲ
ル化層に塗布する。離散粒子は、テクスチャード加工表面被覆を残すよう
に、手袋の加工の後に、適切な溶媒に溶解する。このプロセスは、離散粒子
が発泡体をゲル化しそしてゆえに細胞型の構造をとらえるので、開細胞型の
構造を保持するテクスチャード加工表面発泡層被覆をもたらす。さらに離散
粒子の逆像は、適切な溶媒によるそれらの除去を受けテクスチャード加工表
面層が残るので表面層にとらえられる」ものであることが明らかである。
そうすると、ラテックスの第二層を形成するために液体発泡材料層の中に

離散粒子の層を包埋し、発泡層を加工しそして包埋した離散粒子を溶解し、
離散粒子が発泡体をゲル化しそしてゆえに細胞型の構造をとらえ、開細胞型
の構造を保持するテクスチャード加工表面発泡層被覆をもたらし、離散粒子
の逆像がテクスチャード加工表面層にとらえられるものであるということが
できる。

なお、被請求人は、口頭審理陳述要領書2～3、7～8及び12頁において、甲
第１号証における「foam」の語に関し、その翻訳として甲第２号証の翻訳内
容について疑義を持っている旨主張するが、具体的にどの箇所の部分におい
て疑義があるのかその具体的な内容は明確ではない。仮に、甲第１号証にお
いて第１の離散凝固粒子により形成された凹状部が「foam」というタームで



記載されており、それを甲第２号証において「発泡体」と翻訳していること
が問題であるという趣旨であるとして被請求人の主張を採用したとしても、
甲第１号証において第１の離散凝固粒子により形成された凹状部を「foam」
と記載している箇所があるからといって、そのことのみをもってして直ち
に、甲第１号証における全ての箇所の「foam」を「第１の離散凝固粒子によ
り形成された凹状部」と解釈しなければならないという理由乃至根拠とはな
り得ない。現に、例えば摘示事項１ｄに係る箇所では、第二層を形成するラ
テックスとして、「non foamed latex or foamed latex」と記載されてお
り、これを被請求人が主張する様な意味に解釈することには無理があるとい
わざるを得ず、これは、上で述べたとおり、「無発泡ラテックスまたは発泡
ラテックス」と翻訳、解釈することが自然である。したがって、被請求人の
この主張は受け入れることができるものではない。

以上のことに鑑みれば、甲第１号証には、上記のとおり、第二ラテックス
層として発泡ラテックスを用いた態様についても記載されているということ
ができる。

また、摘示事項１ｄの記載から、非ゲル化ラテックスの層に離散粒子を包
埋することにより製造され、発泡材料が、テクスチャード加工表面層を製造
するために無発泡ラテックスの代わりに使用された場合には、「優れたグリ
ップ、より高い吸汗性および絶縁体の柔軟な層を提供する」ものであること
も明らかであり、摘示事項１ａの記載から、第二ラテックス層は離散粒子の
除去の後平均粒子サイズを有する離散粒子の形の複数の痕を含み、該痕は実
質的に第二ラテックス層の表面を覆う緻密および一様な分布を有し、そこで
該痕の分布は平均粒子サイズに依存するものであって、平均粒子サイズが約
４００ミクロンであり、第二ラテックス層がニトリルであることも明らかで
ある。

してみると、甲第１号証には次の発明（以下、これを「甲第１号証発明
１」という。）が記載されている。

「優れたグリップ、より高い吸汗性および絶縁体の柔軟な層を提供する、テ
クスチャード加工表面被覆手袋を製造する方法であって、ステップ：
（ｉ）型を凝固剤で処理する；
（ｉｉ）型を浸漬被覆することによりラテックスの第一層を形成する；
（ｉｉｉ）ラテックスの第一層をゲル化する；
（ｉｖ）型を浸漬被覆することによりラテックスの第一層の上に発泡ニトリ
ルラテックスの第二層を形成する；
（ｖ）発泡ニトリルラテックスの第二層に離散粒子を塗布し、非ゲル化ラテ
ックスの層に離散粒子を包埋する；
（ｖｉ）発泡ニトリルラテックスの第二層をゲル化する；
（ｖｉｉ）離散粒子を溶解する；
（ｖｉｉｉ）形成した層を熱硬化する；および
（ｉｘ）型から硬化したテクスチャード加工手袋を外す
を含む、方法であって、
該第二発泡ニトリルラテックス層は離散粒子の除去の後平均粒子サイズが

約４００ミクロンである離散粒子の形の複数の痕を含み、該痕は実質的に第
二発泡ニトリルラテックス層の表面を覆う緻密および一様な分布を有し、そ
こで該痕の分布は平均粒子サイズに依存する、
テクスチャード加工表面被覆手袋を製造する方法。」

（２）本件特許発明１と甲第１号証発明１との対比

甲第１号証発明１における「グリップ」、「テクスチャード加工表面被



覆」、「発泡ニトリルラテックスの第二層」、「離散粒子」、「非ゲル化ラ
テックスの層に離散粒子を包埋する」、「ラテックスの第二層をゲル化す
る」、「離散粒子を溶解する」は、本件特許発明１における「滑り止め」、
「樹脂皮膜表面」、「気泡を含んだ未固化状態の樹脂組成物」、「粒状また
は／及び粉末状の付着体」、「その一部又は全部が表面に食い込んだ状態で
付着させ」、「樹脂組成物の固化」、「前記付着体を除去する」に各々相当
する。
また、甲第１号証発明１における「該第二発泡ニトリルラテックス層は離

散粒子の除去の後平均粒子サイズが約４００ミクロンである離散粒子の形の
複数の痕を含み、該痕は実質的に第二発泡ニトリルラテックス層の表面を覆
う緻密および一様な分布を有し、そこで該痕の分布は平均粒子サイズに依存
する」ことは、本件特許発明１における「第１の凹状部を形成」することに
相当することは明らかであって、その内径も本件特許発明１における「１０
０μｍ～５００μｍ」と数値が一致している。
そして、甲第１号証発明１において、第二層を形成するラテックス材料と

して発泡ニトリルラテックスを使用しているのであるから、発泡ニトリルラ
テックス中には斯かる発泡に由来する気泡が多数存在しているものと認めら
れ、その（未ゲル化）状態で第二層の表面に離散粒子を塗布、包埋し、ゲル
化した後、離散粒子を溶解するものであるから、その後においては、第二発
泡ニトリルラテックス層の表面に、離散粒子に由来する離散粒子の形の複数
の痕を有すると共に、ラテックス中の気泡に由来し、ゲル化及び離散粒子の
溶解乃至熱硬化したことにより生じた気泡の表面側での開口を有するもので
あると認められる。
このことは、摘示事項１ｂの記載から、「手袋の外側に取り入れられた場

合、このタイプの手袋は、湿潤／油グリップのようなグリップを改良するで
あろう。手袋の内側に含まれた場合、テクスチャード加工表面は吸汗性を向
上」するものであり、摘示事項１ｄの記載から、「発泡材料は、テクスチャ
ード加工表面層を製造するために無発泡ラテックスの代わりに使用されても
よく、優れたグリップ、より高い吸汗性および絶縁体の柔軟な層を提供す
る」ものであり、摘示事項１ｈの記載から、「発泡ラテックスのテクスチャ
ード加工表面は、皮膚に対する低い表面接触面積を提供するのと同時に、発
泡構造により吸汗性を提供する」ものであることからも明らかであるという
ことができる。
そして、これは本件特許明細書において「(4) 乾燥工程を経て樹脂組成

物を固化させた後、付着体を除去し、除去した付着体の付着痕（痕跡）であ
る第１の凹状部を形成し、そして第２の凹状部も形成される。
この第２の凹状部が形成されるメカニズムは必ずしも明らかではないが、

気泡の破泡による開口（破泡痕）或いは気泡に接した付着体の除去に伴って
気泡の一部が開口して形成されるものと推量され、このほかにも異なるメカ
ニズムによって形成されることも考えられるが、仮に形成メカニズムが誤謬
としても本発明の評価に些かも影響を与えるものではない。」（段落
【0047】）と記載されていることとも符合する。
ここで、ラテックス中の気泡のサイズが離散粒子の平均粒子サイズである

約４００ミクロンよりも小さいことは、この技術分野において技術常識であ
ると認められる（例えば、甲第４号証の摘示事項４ｃ並びに甲第５号証の摘
示事項５ａ乃至５ｃ及び５ｅ）。
そうすると、甲第１号証発明１における、「第二発泡ニトリルラテックス

層の表面に、離散粒子に由来する離散粒子の形の複数の痕」（以下、「離散
粒子の痕」という。）及び「ラテックス中の気泡に由来し、ゲル化及び離散
粒子の溶解乃至熱硬化したことにより生じた気泡の表面側での開口」（以
下、「気泡開口」という。）は、本件特許発明１における「第１の凹状部」
及び「第２の凹状部」に各々相当し、気泡開口は離散粒子の痕よりも小さい
ものであって、それにより、第二発泡ニトリルラテックス層表面には異なる
大きさの凹状部が混在し、しかも、気泡開口は当然に第二発泡ニトリルラテ



ックス層表面から窪んでいる離散粒子の痕の表面を含む第二発泡ニトリルラ
テックス層表面全体に多数形成されていることは明らかである。
そして、甲第１号証発明１における「ニトリルラテックス」は、本件特許

発明１における「アクリロニトリル－ブタジエンゴム」と、この技術分野に
おいて同じものを意味するものである。

してみると、両発明は「異なる大きさの凹状部が混在することにより滑り
止め効果と柔軟性を発揮する樹脂皮膜表面の形成方法であって、
気泡を含んだ未固化状態の樹脂組成物の表面に粒状または／及び粉末状の

付着体をその一部又は全部が表面に食い込んだ状態で付着させ、樹脂組成物
の固化後に前記付着体を除去することにより第１の凹状部を形成し、
第１の凹状部よりも小さい第２の凹状部は、未固化状態または固化状態の

樹脂組成物に含まれている気泡が表面側で開口することによって形成される
ことを含み、
上記第１の凹状部は、内径が１００μｍ～５００μｍであり、
上記第２の凹状部は、樹脂皮膜(3)表面から窪んでいる第１の凹状部(31)

の表面を含む樹脂皮膜(3)表面全体に多数形成されており、
上記樹脂組成物は、天然ゴム、アクリロニトリル－ブタジエンゴム、クロ

ロプレンゴムを単独でまたは組み合わせて使用されてなる、
樹脂皮膜表面の形成方法。」の点で一致し、次の点で相違するものであ

る。

＜相違点１＞
第２の凹状部について、本件特許発明１においては「形成された樹脂皮膜

に含まれる気泡の量は５～30vol%、気泡の長さ平均径は５０μｍ以下であ
る」と特定されているが、甲第１号証発明１においては特に規定されていな
い点。

＜相違点２＞
本件特許発明１においては「実用上十分な耐摩耗性を有する」と特定され

ているが、甲第１号証発明１においては特に規定されていない点。

（３）相違点１に対する判断

甲第３号証には、甲第１号証発明１と同一の技術分野に係る手袋について
記載されており、具体的には、摘示事項３ａに「１．（ａ）基材、前記基材
は、不織繊維ウェブ、織成ウェブ、および編成ウェブから成る群より選ばれ
た１員である、
（ｂ）ラミネートの１つの表面に適用されたフォーム層、および
（ｃ）前記フォーム層は約１０～６５％のの範囲内の空気含量を有する、
を特徴とする、グリース、油または水の環境におけるすべり止め表面を提供
るラミネート。
２．（ａ）前記フォーム層は、ポリウレタン、ポリ塩化ビニル、アクリロニ
トリル、天然ゴム、合成ゴムおよびそれらの混合物から成る群より選ばれた
１員である、
ことをさらに特徴とする、特許請求の範囲第１項記載のラミネート。
３．（ａ）前記フォーム層は１５～３０％の範囲内の空気含有量を有する、
ことをさらに特徴とする、特許請求の範囲第１項記載のラミネート。
・・・
５．特許請求の範囲第１項記載のラミネートから構成された作業手袋。」と
記載されており、また、摘示事項３ｂには「得られるフォームの表面は、理
解されるように、多孔質であり、そして表面上の油、水またはグリースを吸
収する性質を有して、本発明のスキッド抵抗性表面へ増大したつかみ表面を
提供する」と記載され、摘示事項３ｄには「本発明の１つの重要な面は、表



面がそのつかみ機能により更新されうるという事実である。すなわち、本発
明による、多孔質つかみ面を有する作業手袋を仮定すると、いったん手袋が
ある期間使用され、その結果それがつかみ性質を失ったとき、手袋を単に絞
って、手袋の孔内に蓄積された油またはグリースを除去して、そのつかみ性
質を更新することができる」と記載されており、これらの記載からすると、
甲第３号証における得られるフォームの表面は、開口していることが明らか
である。
そして、摘示事項３ｃに「本発明に従い、ラミネートの発泡部分を形成す

る材料は、ポリウレタン、ポリ塩化ビニル、アクリロニトリル、天然ゴムま
たは合成ゴムであることができる。この材料は、機械的手段または化学的手
段により発泡させることができる。好ましくは、それは機械的手段により、
約１０～６５％の範囲内の空気含量に発泡される。好ましい範囲は、１５～
３０％である。よりすぐれた耐摩耗性は前述の範囲内のより低い空気含量を
用いて得られるが、よりすぐれたつかみ性およびより低い耐摩耗性は前記範
囲内のより高い空気含量を用いて得られる」と記載されているように、作業
手袋の表面に用いられるフォームの表面において、空気含量が約１０～６
５％の範囲内、好ましくは１５～３０％であること、及び、よりすぐれた耐
摩耗性はこの範囲内のより低い空気含量を用いて得られ、よりすぐれたつか
み性はこの範囲内のより高い空気含量を用いて得られると記載されていると
おり、耐摩耗性とつかみ性との効果の兼ね合いにより空気含量を最適化する
ことが示唆されているということができる。
このことは、本件特許明細書において、「以上の結果から、樹脂皮膜３に

含まれる気泡量が40vol%以上になると気泡量が30vol%の場合と比較して耐摩
耗性が半分以下になるため、気泡量は30vol%以下が、より好ましい。また、
樹脂皮膜３に含まれる気泡量が５vol%以上では３vol%の場合と比較して摩擦
係数の変化が大きくなるためグリップ性の観点からは気泡量が５vol%以上が
好ましい。これらのことより、耐摩耗性及びグリップ性を考慮すると実用性
から好ましい気泡量は５～30vol%である。」（段落【0104】）と記載されて
いることとも符合する。
そして、甲第４号証は、手袋という甲第１号証発明１と同一の技術分野に

係るものであって、摘示事項４ｃに「平均径１０μｍ～４００μｍの気泡
を・・・内面及び表面に含んでいる。気泡径１０μｍ未満は機械発泡では非
常に作り難く、４００μｍを越えると耐磨耗性が不十分になる」と記載され
ている。甲第５号証は、手袋という甲第１号証発明１と同一の技術分野に係
るものであって、摘示事項５ｃに「微多孔質膜を構成する孔は、・・・好ま
しくは１０～１００ミクロンの範囲にある実質的に球状孔が最適である」と
記載されており、「微多孔質膜面を外側にして接合した場合には、表面平滑
な対象物との密着性が良く、滑り難い効果が得られる」と記載されており、
摘示事項５ｅに実施例１において製造された手袋の微多孔質膜の微多孔の最
大直径が３０～８０ミクロンであることが記載されている。

そうすると、甲第１号証発明１において、第２の凹状部について、耐摩耗
性とつかみ性との効果の兼ね合いを考慮しつつ気泡の量を１５～３０%と特
定し、かつ、耐摩耗性などを考慮しつつ気泡の長さ平均径を１０～５０μｍ
と特定することは、甲第３号証乃至甲第５号証から当業者が容易になし得た
ことである。そして、それによりもたらされる効果も格別顕著であるとする
こともできない。

なお、被請求人は、口頭審理陳述要領書5、6、9及び12～13頁において、
「本発明でいうところの第２の凹状部は、単に手袋の外表面の気泡が破裂し
ただけではなく、すでに形成された第１の凹状部の内表面を含んだ手袋外表
面に気泡破裂の開口部を形成していることを特徴とするものである。
加えて、その気泡の量や長さ平均径を一定の数値に限定してグリップ性や

耐摩耗性や耐久性の向上を図ったことにある」と述べ、さらに乙第２号証を



提出して、表４を折れ線グラフとしたものを示した上で、作業用手袋として
耐摩耗性とグリップ性を実用上十分かつ好ましい範囲で両立することができ
るのは気泡量が５～30vol%の範囲内にあるものである旨主張している。
しかし、甲第１号証発明１において、第２の凹状部が第１の凹状部の内表

面を含んだ手袋外表面に気泡破裂の開口部を形成していると認められること
については、上記第６ １．（１）甲第１号証に記載された発明で述べたと
おりである。そして、甲第３号証に、手袋外表面のフォーム層の気泡量が、
１５～３０％であることが好ましく、よりすぐれた耐摩耗性はこの範囲内の
より低い空気含量を用いて得られ、よりすぐれたつかみ性はこの範囲内のよ
り高い空気含量を用いて得られると記載されていることは、上記第６ １．
（３）相違点１に対する判断で述べたとおりであって、この内容は上記乙第
２号証の内容と一致するものである。
そして、本件特許明細書においても、段落【0097】～【0101】において、

樹脂皮膜に含まれる気泡の平均径が耐摩耗性に及ぼす影響について調べられ
ており、同じく段落【0102】～【0105】において、樹脂皮膜に含まれる気泡
の量が耐摩耗性及びグリップ性に及ぼす影響について調べられているもの
の、樹脂皮膜に含まれる気泡の量と気泡の平均径と関係が耐摩耗性及びグリ
ップ性にどの様な影響を及ぼすのかについては一切記載されておらず、斯か
る効果は上記した甲第３号証乃至甲第５号証に記載されたものと比較して特
段のものということもできない。
以上のことから、第２の凹状部の気泡の量や長さ平均径の限定により格別

の効果を奏する旨の被請求人の主張は受け入れることができない。

（４）相違点２に対する判断

上記（３）相違点１に対する判断で述べたとおり、甲第１号証発明１にお
いても、耐摩耗性を考慮しつつ、第２の凹状部の気泡の量及び気泡の長さ平
均径を設定しているのであるから、得られた手袋は当然に実用上十分な耐摩
耗性を有するものであるということができる。
したがって、相違点２は実質的な相違点ではない。

（５）本件特許発明１についてのまとめ

以上のとおりであるから、本件特許発明１は、当業者が甲第１号証及び甲
第３号証乃至甲第５号証に記載された発明に基いて容易に発明をすることが
できたものであり、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることが
できないものである。

２．本件特許発明２について

（１）甲第１号証に記載された発明

上記第６ １．（１）甲第１号証に記載された発明で述べたとおり、甲第
１号証発明１は次のとおりのものである。

「優れたグリップ、より高い吸汗性および絶縁体の柔軟な層を提供する、テ
クスチャード加工表面被覆手袋を製造する方法であって、ステップ：
（ｉ）型を凝固剤で処理する；
（ｉｉ）型を浸漬被覆することによりラテックスの第一層を形成する；
（ｉｉｉ）ラテックスの第一層をゲル化する；
（ｉｖ）型を浸漬被覆することによりラテックスの第一層の上に発泡ニトリ
ルラテックスの第二層を形成する；
（ｖ）発泡ニトリルラテックスの第二層に離散粒子を塗布し、非ゲル化ラテ



ックスの層に離散粒子を包埋する；
（ｖｉ）発泡ニトリルラテックスの第二層をゲル化する；
（ｖｉｉ）離散粒子を溶解する；
（ｖｉｉｉ）形成した層を熱硬化する；および
（ｉｘ）型から硬化したテクスチャード加工手袋を外す
を含む、方法であって、
該第二発泡ニトリルラテックス層は離散粒子の除去の後平均粒子サイズが

約４００ミクロンである離散粒子の形の複数の痕を含み、該痕は実質的に第
二発泡ニトリルラテックス層の表面を覆う緻密および一様な分布を有し、そ
こで該痕の分布は平均粒子サイズに依存する、
テクスチャード加工表面被覆手袋を製造する方法。」

（２）本件特許発明２と甲第１号証発明１との対比

甲第１号証発明１における「手袋」は、本件特許発明２における「物品」
に相当する。
そして、他の点については、上記第６ １．（２）本件特許発明１と甲第

１号証発明１との対比で述べたのと同様である。

してみると、両発明は「異なる大きさの凹状部が混在することにより滑り
止め効果と柔軟性を発揮する樹脂皮膜表面を有する物品の製造方法であっ
て、
気泡を含んだ未固化状態の樹脂組成物の表面に粒状または／及び粉末状の

付着体をその一部又は全部が表面に食い込んだ状態で付着させ、樹脂組成物
の固化後に前記付着体を除去することにより第１の凹状部を形成し、
未固化状態または固化状態の樹脂組成物に含まれている気泡が表面側で開

口することによって第１の凹状部よりも小さい第２の凹状部を形成すること
を含み、
上記第１の凹状部は、内径が１００μｍ～５００μｍであり、
上記第２の凹状部は、樹脂皮膜(3)表面から窪んでいる第１の凹状部(31)

の表面を含む樹脂皮膜(3)表面全体に多数形成されており、
上記樹脂組成物は、天然ゴム、アクリロニトリル－ブタジエンゴム、クロ

ロプレンゴムを単独でまたは組み合わせて使用されてなる、
表面に異なる大きさの凹状部が混在する物品の製造方法。」の点で一致

し、次の点で相違するものである。

＜相違点３＞
第２の凹状部について、本件特許発明２においては「形成された樹脂皮膜

に含まれる気泡の量は５～30vol%、気泡の長さ平均径は５０μｍ以下であ
る」と特定されているが、甲第１号証発明１においては特に規定されていな
い点。

＜相違点４＞
本件特許発明２においては「実用上十分な耐摩耗性を有する」と特定され

ているが、甲第１号証発明１においては特に規定されていない点。

（３）相違点３に対する判断

上記第６ １．（３）相違点１に対する判断で述べたとおり、甲第１号証
発明１において、第２の凹状部について、耐摩耗性とつかみ性との効果の兼
ね合いを考慮しつつ気泡の量を１５～３０%と特定し、かつ、耐摩耗性など
を考慮しつつ気泡の長さ平均径を１０～５０μｍと特定することは、甲第３
号証乃至甲第５号証から当業者が容易になし得たことである。そして、それ
によりもたらされる効果も格別顕著であるとすることもできない。



（４）相違点４に対する判断

上記（３）相違点３に対する判断で述べたとおり、甲第１号証発明１にお
いても、耐摩耗性を考慮しつつ、第２の凹状部の気泡の量及び気泡の長さ平
均径を設定しているのであるから、得られた手袋は当然に実用上十分な耐摩
耗性を有するものであるということができる。
したがって、相違点４は実質的な相違点ではない。

（５）本件特許発明２についてのまとめ

以上のとおりであるから、本件特許発明２は、当業者が甲第１号証及び甲
第３号証乃至甲第５号証に記載された発明に基いて容易に発明をすることが
できたものであり、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることが
できないものである。

３．本件特許発明３について

（１）甲第１号証に記載された発明

甲第１号証には、「テクスチャー加工表面手袋であって：
第一ラテックス層、および
第一ラテックス層に接着した第二ラテックス層を有し、
該第二ラテックス層は離散粒子の除去の後平均粒子サイズを有する離散粒子
の形の複数の痕を含み、該痕は実質的に第二ラテックス層の表面を覆う緻密
および一様な分布を有し、
そこで該痕の分布は平均粒子サイズに依存する、
テクスチャー加工表面手袋。」（摘示事項１ａ）が記載されており、この第
二ラテックス層が「ニトリル」であって、かつ「発泡体」であることも記載
されている（摘示事項１ａ）。さらに加えて、上記第６ １．（１）甲第１
号証に記載された発明で述べたことからみて、
甲第１号証には次の発明（以下、これを「甲第１号証発明２」という。）が
記載されている。

「優れたグリップ、より高い吸汗性および絶縁体の柔軟な層を提供する、テ
クスチャード加工表面被覆手袋であって、ステップ：
（ｉ）型を凝固剤で処理する；
（ｉｉ）型を浸漬被覆することによりラテックスの第一層を形成する；
（ｉｉｉ）ラテックスの第一層をゲル化する；
（ｉｖ）型を浸漬被覆することによりラテックスの第一層の上に発泡ニトリ
ルラテックスの第二層を形成する；
（ｖ）発泡ニトリルラテックスの第二層に離散粒子を塗布し、非ゲル化ラテ
ックスの層に離散粒子を包埋する；
（ｖｉ）発泡ニトリルラテックスの第二層をゲル化する；
（ｖｉｉ）離散粒子を溶解する；
（ｖｉｉｉ）形成した層を熱硬化する；および
（ｉｘ）型から硬化したテクスチャード加工手袋を外す
を含む、方法により製造される、
該第二発泡ニトリルラテックス層は離散粒子の除去の後平均粒子サイズが

約４００ミクロンである離散粒子の形の複数の痕を含み、該痕は実質的に第
二発泡ニトリルラテックス層の表面を覆う緻密および一様な分布を有し、そ
こで該痕の分布は平均粒子サイズに依存する、
テクスチャード加工表面被覆手袋。」



（２）本件特許発明３と甲第１号証発明２との対比

甲第１号証発明２における「手袋」は、本件特許発明３における「物品」
に相当する。
そして、他の点については、上記第６ １．（２）本件特許発明１と甲第

１号証発明１との対比で述べたのと同様である。

してみると、両発明は「異なる大きさの凹状部が混在することにより滑り
止め効果と柔軟性を発揮する樹脂皮膜表面を有する物品であって、
気泡を含んだ未固化状態の樹脂組成物の表面に粒状または／及び粉末状の

付着体をその一部又は全部が表面に食い込んだ状態で付着させ、樹脂組成物
の固化後に前記付着体を除去することにより形成された第１の凹状部と、
未固化状態または固化状態の樹脂組成物に含まれている気泡が表面側で開

口することによって形成された、第１の凹状部よりも小さい第２の凹状部
と、
を含み、
上記第１の凹状部は、内径が１００μｍ～５００μｍであり、
上記第２の凹状部は、樹脂皮膜(3)表面から窪んでいる第１の凹状部(31)

の表面を含む樹脂皮膜(3)表面全体に多数形成されており、
上記樹脂組成物は、天然ゴム、アクリロニトリル－ブタジエンゴム、クロ

ロプレンゴムを単独でまたは組み合わせて使用され、
表面に異なる大きさの凹状部が混在する物品。」の点で一致し、次の点で

相違するものである。

＜相違点５＞
第２の凹状部について、本件特許発明３においては「形成された樹脂皮膜

に含まれる気泡の量は５～30vol%、気泡の長さ平均径は５０μｍ以下であ
る」と特定されているが、甲第１号証発明２においては特に規定されていな
い点。

＜相違点６＞
本件特許発明３においては「実用上十分な耐摩耗性を有する」と特定され

ているが、甲第１号証発明２においては特に規定されていない点。

（３）相違点５に対する判断

上記第６ １．（３）相違点１に対する判断で述べたとおり、甲第１号証
発明２において、第２の凹状部について、耐摩耗性とつかみ性との効果の兼
ね合いを考慮しつつ気泡の量を１５～３０%と特定し、かつ、耐摩耗性など
を考慮しつつ気泡の長さ平均径を１０～５０μｍと特定することは、甲第３
号証乃至甲第５号証から当業者が容易になし得たことである。そして、それ
によりもたらされる効果も格別顕著であるとすることもできない。

（４）相違点６に対する判断

上記（３）相違点５に対する判断で述べたとおり、甲第１号証発明２にお
いても、耐摩耗性を考慮しつつ、第２の凹状部の気泡の量及び気泡の長さ平
均径を設定しているのであるから、得られた手袋は当然に実用上十分な耐摩
耗性を有するものであるということができる。
したがって、相違点６は実質的な相違点ではない。

（５）本件特許発明３についてのまとめ



以上のとおりであるから、本件特許発明３は、当業者が甲第１号証及び甲
第３号証乃至甲第５号証に記載された発明に基いて容易に発明をすることが
できたものであり、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることが
できないものである。

４．本件特許発明４について

（１）甲第１号証に記載された発明

上記第６ １．（１）甲第１号証に記載された発明で述べたとおり、甲第
１号証発明１は次のとおりのものである。

「優れたグリップ、より高い吸汗性および絶縁体の柔軟な層を提供する、テ
クスチャード加工表面被覆手袋を製造する方法であって、ステップ：
（ｉ）型を凝固剤で処理する；
（ｉｉ）型を浸漬被覆することによりラテックスの第一層を形成する；
（ｉｉｉ）ラテックスの第一層をゲル化する；
（ｉｖ）型を浸漬被覆することによりラテックスの第一層の上に発泡ニトリ
ルラテックスの第二層を形成する；
（ｖ）発泡ニトリルラテックスの第二層に離散粒子を塗布し、非ゲル化ラテ
ックスの層に離散粒子を包埋する；
（ｖｉ）発泡ニトリルラテックスの第二層をゲル化する；
（ｖｉｉ）離散粒子を溶解する；
（ｖｉｉｉ）形成した層を熱硬化する；および
（ｉｘ）型から硬化したテクスチャード加工手袋を外す
を含む、方法であって、
該第二発泡ニトリルラテックス層は離散粒子の除去の後平均粒子サイズが

約４００ミクロンである離散粒子の形の複数の痕を含み、該痕は実質的に第
二発泡ニトリルラテックス層の表面を覆う緻密および一様な分布を有し、そ
こで該痕の分布は平均粒子サイズに依存する、
テクスチャード加工表面被覆手袋を製造する方法。」

（２）本件特許発明４と甲第１号証発明１との対比

甲第１号証発明１における「手袋」は、本件特許発明４における「手袋」
に相当する点を除いて、他の点については、上記第６ １．（２）本件特許
発明１と甲第１号証発明１との対比で述べたのと同様である。

してみると、両発明は「異なる大きさの凹状部が樹脂皮膜の表面に混在す
ることにより滑り止め効果と柔軟性を発揮する手袋の製造方法であって、
気泡を含んだ樹脂組成物で未固化状態の樹脂皮膜(3)を形成し、その後粒

状または／及び粉末状の付着体をその一部又は全部が樹脂皮膜(3)の表面に
食い込んだ状態で付着させ、樹脂皮膜(3)の固化後に前記付着体を除去する
ことにより第１の凹状部(31)を形成し、
第１の凹状部(31)よりも小さい第２の凹状部(32)は、未固化状態または固

化状態の樹脂皮膜(3)に含まれている気泡(4)が表面側で開口することによっ
て形成されることを含み、
上記第１の凹状部は、内径が１００μｍ～５００μｍであり、
上記第２の凹状部は、樹脂皮膜(3)表面から窪んでいる第１の凹状部(31)

の表面を含む樹脂皮膜(3)表面全体に多数形成されており、
上記樹脂組成物は、天然ゴム、アクリロニトリル－ブタジエンゴム、クロ

ロプレンゴムを単独でまたは組み合わせて使用されてなる、
手袋の製造方法。」の点で一致し、次の点で相違するものである。



＜相違点７＞
第２の凹状部について、本件特許発明４においては「形成された樹脂皮膜

に含まれる気泡の量は５～30vol%、気泡の長さ平均径は５０μｍ以下であ
る」と特定されているが、甲第１号証発明１においては特に規定されていな
い点。

＜相違点８＞
本件特許発明４においては「耐実用上十分な摩耗性を有する」と特定され

ているが、甲第１号証発明１においては特に規定されていない点。

（３）相違点７に対する判断

上記第６ １．（３）相違点１に対する判断で述べたとおり、甲第１号証
発明１において、第２の凹状部について、耐摩耗性とつかみ性との効果の兼
ね合いを考慮しつつ気泡の量を１５～３０%と特定し、かつ、耐摩耗性など
を考慮しつつ気泡の長さ平均径を１０～５０μｍと特定することは、甲第３
号証乃至甲第５号証から当業者が容易になし得たことである。そして、それ
によりもたらされる効果も格別顕著であるとすることもできない。

（４）相違点８に対する判断

「耐実用上十分な摩耗性を有する」とは「実用上十分な耐摩耗性を有す
る」の明らかな誤記と認められ、そうであれば、上記（３）相違点７に対す
る判断で述べたとおり、甲第１号証発明１においても、耐摩耗性を考慮しつ
つ、第２の凹状部の気泡の量及び気泡の長さ平均径を設定しているのである
から、得られた手袋は当然に実用上十分な耐摩耗性を有するものであるとい
うことができる。
したがって、相違点８は実質的な相違点ではない。

（５）本件特許発明４についてのまとめ

以上のとおりであるから、本件特許発明４は、当業者が甲第１号証及び甲
第３号証乃至甲第５号証に記載された発明に基いて容易に発明をすることが
できたものであり、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることが
できないものである。

５．本件特許発明５について

（１）甲第１号証に記載された発明

上記第６ ３．（１）甲第１号証に記載された発明で述べたとおり、甲第
１号証発明２は次のとおりのものである。

「優れたグリップ、より高い吸汗性および絶縁体の柔軟な層を提供する、テ
クスチャード加工表面被覆手袋であって、ステップ：
（ｉ）型を凝固剤で処理する；
（ｉｉ）型を浸漬被覆することによりラテックスの第一層を形成する；
（ｉｉｉ）ラテックスの第一層をゲル化する；
（ｉｖ）型を浸漬被覆することによりラテックスの第一層の上に発泡ニトリ
ルラテックスの第二層を形成する；
（ｖ）発泡ニトリルラテックスの第二層に離散粒子を塗布し、非ゲル化ラテ
ックスの層に離散粒子を包埋する；



（ｖｉ）発泡ニトリルラテックスの第二層をゲル化する；
（ｖｉｉ）離散粒子を溶解する；
（ｖｉｉｉ）形成した層を熱硬化する；および
（ｉｘ）型から硬化したテクスチャード加工手袋を外す
を含む、方法により製造される、
該第二発泡ニトリルラテックス層は離散粒子の除去の後平均粒子サイズが

約４００ミクロンである離散粒子の形の複数の痕を含み、該痕は実質的に第
二発泡ニトリルラテックス層の表面を覆う緻密および一様な分布を有し、そ
こで該痕の分布は平均粒子サイズに依存する、
テクスチャード加工表面被覆手袋。」

（２）本件特許発明５と甲第１号証発明２との対比

甲第１号証発明２における「グリップ」、「テクスチャード加工表面被
覆」、「第二発泡ニトリルラテックス層」及び「離散粒子」は、本件特許発
明５における「滑り止め」、「樹脂皮膜表面」、「気泡を含む樹脂皮膜」及
び「粒状または／及び粉末状の付着体」に各々相当する。
そして、甲第１号証発明２において、第二層を形成するラテックス材料と

して発泡ニトリルラテックスを使用しているのであるから、発泡ニトリルラ
テックス中には斯かる発泡に由来する気泡が多数存在しているものと認めら
れ、その（未ゲル化）状態で第二層の表面に離散粒子を塗布、包埋し、ゲル
化した後、離散粒子を溶解するものであるから、その後においては、第二発
泡ニトリルラテックス層の表面に、離散粒子に由来する離散粒子の形の複数
の痕を有すると共に、ラテックス中の気泡に由来し、ゲル化及び離散粒子の
溶解乃至熱硬化したことにより生じた気泡の表面側での開口を有するもので
あると認められる。
このことは、摘示事項１ｂの記載から、「手袋の外側に取り入れられた場

合、このタイプの手袋は、湿潤／油グリップのようなグリップを改良するで
あろう。手袋の内側に含まれた場合、テクスチャード加工表面は吸汗性を向
上」するものであり、摘示事項１ｄの記載から、「発泡材料は、テクスチャ
ード加工表面層を製造するために無発泡ラテックスの代わりに使用されても
よく、優れたグリップ、より高い吸汗性および絶縁体の柔軟な層を提供す
る」ものであり、摘示事項１ｈの記載から、「発泡ラテックスのテクスチャ
ード加工表面は、皮膚に対する低い表面接触面積を提供するのと同時に、発
泡構造により吸汗性を提供する」ものであることからも明らかであるという
ことができる。
そして、これは本件特許明細書において「(4) 乾燥工程を経て樹脂組成

物を固化させた後、付着体を除去し、除去した付着体の付着痕（痕跡）であ
る第１の凹状部を形成し、そして第２の凹状部も形成される。
この第２の凹状部が形成されるメカニズムは必ずしも明らかではないが、

気泡の破泡による開口（破泡痕）或いは気泡に接した付着体の除去に伴って
気泡の一部が開口して形成されるものと推量され、このほかにも異なるメカ
ニズムによって形成されることも考えられるが、仮に形成メカニズムが誤謬
としても本発明の評価に些かも影響を与えるものではない。」（段落
【0047】）と記載されていることとも符合する。
ここで、ラテックス中の気泡のサイズが離散粒子の平均粒子サイズである

約４００ミクロンよりも小さいことは、この技術分野において技術常識であ
ると認められる（例えば、甲第４号証の摘示事項４ｃ並びに甲第５号証の摘
示事項５ａ乃至５ｃ及び５ｅ）。
そうすると、甲第１号証発明２における、「第二発泡ニトリルラテックス

層の表面に、離散粒子に由来する離散粒子の形の複数の痕」（以下、「離散
粒子の痕」という。）及び「ラテックス中の気泡に由来し、ゲル化及び離散
粒子の溶解乃至熱硬化したことにより生じた気泡の表面側での開口」（以
下、「気泡開口」という。）は、本件特許発明５における「第１の凹状部」



及び「第２の凹状部」に各々相当し、気泡開口は離散粒子の痕よりも小さい
ものであって、それにより、第二発泡ニトリルラテックス層表面には異なる
大きさの凹状部が混在し、しかも、気泡開口は当然に第二発泡ニトリルラテ
ックス層表面から窪んでいる離散粒子の痕の表面を含む第二発泡ニトリルラ
テックス層表面全体に多数形成されていることは明らかである。
また、甲第１号証発明２における「該第二発泡ニトリルラテックス層は離

散粒子の除去の後平均粒子サイズが約４００ミクロンである離散粒子の形の
複数の痕を含み、該痕は実質的に第二発泡ニトリルラテックス層の表面を覆
う緻密および一様な分布を有し、そこで該痕の分布は平均粒子サイズに依存
する」ことは、本件特許発明５における「第１の凹状部(31)は、樹脂皮膜
(3)表面に一部又は全部が食い込むようにして付着していた粒状または／及
び粉末状の付着体を除いた後の痕跡によって形成され」ることに相当するこ
とは明らかであって、その内径も本件特許発明５における「１００μｍ～５
００μｍ」と数値が一致している。
そして、甲第１号証発明２における「ニトリルラテックス」は、本件特許

発明５における「アクリロニトリル－ブタジエンゴム」と、この技術分野に
おいて同じものを意味するものである。

してみると、両発明は「異なる大きさの凹状部が混在することにより滑り
止め効果と柔軟性を発揮する手袋であって、
気泡(4)を含む樹脂皮膜(3)の表面に、第１の凹状部(31)と該第１の凹状部

(31)よりも小さい第２の凹状部(32)とが混在しており、
上記第１の凹状部(31)は、樹脂皮膜(3)表面に一部又は全部が食い込むよ

うにして付着していた粒状または／及び粉末状の付着体を除いた後の痕跡に
よって形成され、
上記第２の凹状部(32)は、樹脂皮膜(3)に含まれている気泡(4)の開口によ

って形成されており、
上記第１の凹状部は、内径が１００μｍ～５００μｍであり、
上記第２の凹状部は、樹脂皮膜(3)表面から窪んでいる第１の凹状部(31)

の表面を含む樹脂皮膜(3)表面全体に多数形成されており、
上記樹脂皮膜(3)は、天然ゴム、アクリロニトリル－ブタジエンゴム、ク

ロロプレンゴムを単独でまたは組み合わせて使用されてなる、
手袋。」の点で一致し、次の点で相違するものである。

＜相違点９＞
第２の凹状部について、本件特許発明５においては「形成された樹脂皮膜

に含まれる気泡の量は５～30vol%、気泡の長さ平均径は５０μｍ以下であ
る」と特定されているが、甲第１号証発明２においては特に規定されていな
い点。

＜相違点１０＞
本件特許発明５においては「耐実用上十分な摩耗性を有する」と特定され

ているが、甲第１号証発明２においては特に規定されていない点。

（３）相違点９に対する判断

上記第６ １．（３）相違点１に対する判断で述べたとおり、甲第１号証
発明２において、第２の凹状部について、耐摩耗性とつかみ性との効果の兼
ね合いを考慮しつつ気泡の量を１５～３０%と特定し、かつ、耐摩耗性など
を考慮しつつ気泡の長さ平均径を１０～５０μｍと特定することは、甲第３
号証乃至甲第５号証から当業者が容易になし得たことである。そして、それ
によりもたらされる効果も格別顕著であるとすることもできない。

（４）相違点１０に対する判断



「耐実用上十分な摩耗性を有する」とは「実用上十分な耐摩耗性を有す
る」の明らかな誤記と認められ、そうであれば、上記（３）相違点９に対す
る判断で述べたとおり、甲第１号証発明２においても、耐摩耗性を考慮しつ
つ、第２の凹状部の気泡の量及び気泡の長さ平均径を設定しているのである
から、得られた手袋は当然に実用上十分な耐摩耗性を有するものであるとい
うことができる。
したがって、相違点１０は実質的な相違点ではない。

（５）本件特許発明５についてのまとめ

以上のとおりであるから、本件特許発明５は、当業者が甲第１号証及び甲
第３号証乃至甲第５号証に記載された発明に基いて容易に発明をすることが
できたものであり、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることが
できないものである。

６．本件特許発明６について

（１）甲第１号証に記載された発明

上記第６ ３．（１）甲第１号証に記載された発明で述べたとおり、甲第
１号証発明２は次のとおりのものである。

「優れたグリップ、より高い吸汗性および絶縁体の柔軟な層を提供する、テ
クスチャード加工表面被覆手袋であって、ステップ：
（ｉ）型を凝固剤で処理する；
（ｉｉ）型を浸漬被覆することによりラテックスの第一層を形成する；
（ｉｉｉ）ラテックスの第一層をゲル化する；
（ｉｖ）型を浸漬被覆することによりラテックスの第一層の上に発泡ニトリ
ルラテックスの第二層を形成する；
（ｖ）発泡ニトリルラテックスの第二層に離散粒子を塗布し、非ゲル化ラテ
ックスの層に離散粒子を包埋する；
（ｖｉ）発泡ニトリルラテックスの第二層をゲル化する；
（ｖｉｉ）離散粒子を溶解する；
（ｖｉｉｉ）形成した層を熱硬化する；および
（ｉｘ）型から硬化したテクスチャード加工手袋を外す
を含む、方法により製造される、
該第二発泡ニトリルラテックス層は離散粒子の除去の後平均粒子サイズが

約４００ミクロンである離散粒子の形の複数の痕を含み、該痕は実質的に第
二発泡ニトリルラテックス層の表面を覆う緻密および一様な分布を有し、そ
こで該痕の分布は平均粒子サイズに依存する、
テクスチャード加工表面被覆手袋。」

（２）本件特許発明６と甲第１号証発明２との対比

甲第１号証発明２における「ラテックスの第一層」及び「発泡ニトリルラ
テックスの第二層」は、本件特許発明６における「気泡(4)を含まない樹脂
皮膜(2)」及び「気泡(4)を含む樹脂皮膜(3)」に各々相当し、甲第１号証発
明２における「ラテックスの第一層の上に発泡ニトリルラテックスの第二層
を形成する」は、本件特許発明６における「気泡(4)を含む樹脂皮膜(3)の下
側に、気泡(4)を含まない樹脂皮膜(2)を少なくとも有し」に相当する。
そして、他の点については、上記第６ ５．（２）本件特許発明５と甲第

１号証発明２との対比で述べたのと同様である。



してみると、両発明は「異なる大きさの凹状部が混在することにより滑り
止め効果と柔軟性を発揮する手袋であって、
気泡(4)を含む樹脂皮膜(3)の表面に、第１の凹状部(31)と該第１の凹状部

(31)よりも小さい第２の凹状部(32)とが混在しており、
上記第１の凹状部(31)は、樹脂皮膜(3)表面に一部又は全部が食い込むよ

うにして付着していた粒状または／及び粉末状の付着体を除いた後の痕跡に
よって形成され、
上記第２の凹状部(32)は、樹脂皮膜(3)に含まれている気泡(4)の開口によ

って形成されており、
上記第１の凹状部は、内径が１００μｍ～５００μｍであり、
上記第２の凹状部は、樹脂皮膜(3)表面から窪んでいる第１の凹状部(31)

の表面を含む樹脂皮膜(3)表面全体に多数形成されており、
上記樹脂皮膜(3)は、天然ゴム、アクリロニトリル－ブタジエンゴム、ク

ロロプレンゴムを単独でまたは組み合わせて使用され、
形成された樹脂皮膜に含まれる気泡の量は５～30vol%、気泡の長さ平均径

は５０μｍ以下であり、
気泡(4)を含む樹脂皮膜(3)の下側に、気泡(4)を含まない樹脂皮膜(2)を少

なくとも有している、
手袋。」の点で一致し、次の点で相違するものである。

＜相違点１１＞
第２の凹状部について、本件特許発明６においては「形成された樹脂皮膜

に含まれる気泡の量は５～30vol%、気泡の長さ平均径は５０μｍ以下であ
る」と特定されているが、甲第１号証発明２においては特に規定されていな
い点。

＜相違点１２＞
本件特許発明６においては「耐実用上十分な摩耗性を有する」と特定され

ているが、甲第１号証発明２においては特に規定されていない点。

（３）相違点１１に対する判断

上記第６ １．（３）相違点１に対する判断で述べたとおり、甲第１号証
発明２において、第２の凹状部について、耐摩耗性とつかみ性との効果の兼
ね合いを考慮しつつ気泡の量を１５～３０%と特定し、かつ、耐摩耗性など
を考慮しつつ気泡の長さ平均径を１０～５０μｍと特定することは、甲第３
号証乃至甲第５号証から当業者が容易になし得たことである。そして、それ
によりもたらされる効果も格別顕著であるとすることもできない。

（４）相違点１２に対する判断

「耐実用上十分な摩耗性を有する」とは「実用上十分な耐摩耗性を有す
る」の明らかな誤記と認められ、そうであれば、上記（３）相違点１１に対
する判断で述べたとおり、甲第１号証発明２においても、耐摩耗性を考慮し
つつ、第２の凹状部の気泡の量及び気泡の長さ平均径を設定しているのであ
るから、得られた手袋は当然に実用上十分な耐摩耗性を有するものであると
いうことができる。
したがって、相違点１２は実質的な相違点ではない。

（５）本件特許発明６についてのまとめ

以上のとおりであるから、本件特許発明６は、当業者が甲第１号証及び甲
第３号証乃至甲第５号証に記載された発明に基いて容易に発明をすることが



できたものであり、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることが
できないものである。

７．本件特許発明７について

（１）甲第１号証に記載された発明

上記第６ ３．（１）甲第１号証に記載された発明で述べたとおり、甲第
１号証発明２は次のとおりのものである。

「優れたグリップ、より高い吸汗性および絶縁体の柔軟な層を提供する、テ
クスチャード加工表面被覆手袋であって、ステップ：
（ｉ）型を凝固剤で処理する；
（ｉｉ）型を浸漬被覆することによりラテックスの第一層を形成する；
（ｉｉｉ）ラテックスの第一層をゲル化する；
（ｉｖ）型を浸漬被覆することによりラテックスの第一層の上に発泡ニトリ
ルラテックスの第二層を形成する；
（ｖ）発泡ニトリルラテックスの第二層に離散粒子を塗布し、非ゲル化ラテ
ックスの層に離散粒子を包埋する；
（ｖｉ）発泡ニトリルラテックスの第二層をゲル化する；
（ｖｉｉ）離散粒子を溶解する；
（ｖｉｉｉ）形成した層を熱硬化する；および
（ｉｘ）型から硬化したテクスチャード加工手袋を外す
を含む、方法により製造される、
該第二発泡ニトリルラテックス層は離散粒子の除去の後平均粒子サイズが

約４００ミクロンである離散粒子の形の複数の痕を含み、該痕は実質的に第
二発泡ニトリルラテックス層の表面を覆う緻密および一様な分布を有し、そ
こで該痕の分布は平均粒子サイズに依存する、
テクスチャード加工表面被覆手袋。」

（２）本件特許発明７と甲第１号証発明２との対比

甲第１号証発明２と本件特許発明７とを比較すると、上記第６ ５．
（２）本件特許発明５と甲第１号証発明２との対比あるいは上記第６ ６．
（２）本件特許発明６と甲第１号証発明２との対比で述べたのと同様であ
る。

してみると、両発明は「異なる大きさの凹状部が混在することにより滑り
止め効果と柔軟性を発揮する手袋であって、
気泡(4)を含む樹脂皮膜(3)の表面に、第１の凹状部(31)と該第１の凹状部

(31)よりも小さい第２の凹状部(32)とが混在しており、
上記第１の凹状部(31)は、樹脂皮膜(3)表面に一部又は全部が食い込むよ

うにして付着していた粒状または／及び粉末状の付着体を除いた後の痕跡に
よって形成され、
上記第２の凹状部(32)は、樹脂皮膜(3)に含まれている気泡(4)の開口によ

って形成されており、
上記第１の凹状部は、内径が１００μｍ～５００μｍであり、
上記第２の凹状部は、樹脂皮膜(3)表面から窪んでいる第１の凹状部(31)

の表面を含む樹脂皮膜(3)表面全体に多数形成されており、
上記樹脂皮膜(3)は、天然ゴム、アクリロニトリル－ブタジエンゴム、ク

ロロプレンゴムを単独でまたは組み合わせて使用され、
形成された樹脂皮膜に含まれる気泡の量は５～30vol%、気泡の長さ平均径

は５０μｍ以下である、手袋であって、



気泡(4)を含む樹脂皮膜(3)の下側に、気泡(4)を含まない樹脂皮膜(2)を少
なくとも有しているかまたは有していない、
手袋。」の点で一致し、次の点で相違するものである。

＜相違点１３＞
第２の凹状部について、本件特許発明７においては「形成された樹脂皮膜

に含まれる気泡の量は５～10vol%、気泡の長さ平均径は５０μｍ以下であ
る」と特定されているが、甲第１号証発明２においては特に規定されていな
い点。

＜相違点１４＞
本件特許発明７においては「耐実用上十分な摩耗性を有する」と特定され

ているが、甲第１号証発明２においては特に規定されていない点。

（３）相違点１３に対する判断

甲第４号証は、手袋という甲第１号証発明２と同一の技術分野に係るもの
であって、摘示事項４ｃに「気泡含有量は、コンパウンドの状態で発泡機や
家庭用ミキサーで攪拌することによって１％～３００％まで任意に調整でき
る。気泡含有量は比重で測定することができ、成形後もほぼ同じ気泡含有率
となる。化学発泡剤のみを利用するよりは機械的にも発泡させる方が、気泡
数が多くなり、発泡層の表面に気泡跡の開口がより多く形成されるし、熱プ
レス時に気泡の潰れや互いの融着が起こりやすい。手袋表面に気泡跡の開口
が多いと、対象物との間に介在する水や油を吸収排除することができ、より
滑り止め効果に優れる。なお気泡含有量１％～３００％では、平均径１０μ

ｍ～４００μｍの気泡を１ｃｍ２あたり１０個～１３０個、内面及び表面に
含んでいる。気泡径１０μｍ未満は機械発泡では非常に作り難く、４００μ
ｍを越えると耐磨耗性が不十分になる」と記載されていることからみて、気
泡含有量は１％～３００％まで任意に調整できる程度のものにすぎず、手袋
表面に気泡跡の開口が多いと、対象物との間に介在する水や油を吸収排除す
ることができ、より滑り止め効果に優れるものであることもみてとれる。そ
して、気泡含有量１％～３００％で、気泡平均径１０μｍ～４００μｍを有
するものが記載されているのであるから、これらの数値範囲内において、気
泡含有量と気泡平均径とをどのように設定するかということは当業者であれ
ば耐摩耗性や滑り止め効果などを考慮しつつ適宜設定し得る程度のこととい
うことができる。
また、甲第５号証は、手袋という甲第１号証発明２と同一の技術分野に係

るものであって、摘示事項５ｃに「微多孔質膜を構成する孔は、・・・好ま
しくは１０～１００ミクロンの範囲にある実質的に球状孔が最適である」と
記載されており、「微多孔質膜面を外側にして接合した場合には、表面平滑
な対象物との密着性が良く、滑り難い効果が得られる」と記載されており、
摘示事項５ｅに実施例１において製造された手袋の微多孔質膜の微多孔の最
大直径が３０～８０ミクロンであることが記載されている。

そうすると、甲第１号証発明２において、第２の凹状部について、耐摩耗
性と滑り止め効果との兼ね合い、特に耐摩耗性を考慮しつつ気泡の量を５～
１０%と特定し、かつ、耐摩耗性などを考慮しつつ気泡の長さ平均径を１０
～５０μｍと特定することは、甲第４号証乃至甲第５号証から当業者が容易
になし得たことである。そして、それによりもたらされる効果も格別顕著で
あるとすることもできない。

（４）相違点１４に対する判断



「耐実用上十分な摩耗性を有する」とは「実用上十分な耐摩耗性を有す
る」の明らかな誤記と認められ、そうであれば、上記（３）相違点１３に対
する判断で述べたとおり、甲第１号証発明２においても、耐摩耗性を考慮し
つつ、第２の凹状部の気泡の量及び気泡の長さ平均径を設定しているのであ
るから、得られた手袋は当然に実用上十分な耐摩耗性を有するものであると
いうことができる。
したがって、相違点１４は実質的な相違点ではない。

（５）本件特許発明７についてのまとめ

以上のとおりであるから、本件特許発明７は、当業者が甲第１号証及び甲
第４号証乃至甲第５号証に記載された発明に基いて容易に発明をすることが
できたものであり、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることが
できないものである。

第７ むすび

以上のとおり、本件特許発明１乃至７に係る特許は、いずれも特許法第２
９条第２項の規定に違反してされたものであり、同法第１２３条第１項第２
号に該当するものであるから、請求人の主張する無効理由１は是認できるも
のである。
したがって、無効理由２について検討するまでもなく、請求項１乃至７に

係る発明の特許は無効とすべきものである。

審判に関する費用については、特許法第１６９条第２項の規定で準用する
民事訴訟法第６１条の規定により、被請求人が負担すべきものとする。

よって、上記結論のとおり審決する。

平成２３年 ３月 ８日

審判長 特許庁審判官 小林 均
特許庁審判官 小野寺 務
特許庁審判官 松浦 新司

（行政事件訴訟法第４６条に基づく教示）
この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から３０日

（附加期間がある場合は、その日数を附加します。）以内に、この審決に係
る相手方当事者を被告として、提起することができます。
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